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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年7月30日(2009.7.30)

【公開番号】特開2007-330539(P2007-330539A)
【公開日】平成19年12月27日(2007.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2007-050
【出願番号】特願2006-166337(P2006-166337)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２６Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月15日(2009.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種々の演算処理を行うＣＰＵと、
　該ＣＰＵにより外部との信号の入出力制御が行われるＩ／Ｏと、
　前記ＣＰＵおよび前記Ｉ／Ｏに共通のリセット信号を出力する共通パワーオンリセット
回路と、
　を備える遊技機用制御基板であって、
　該遊技機用制御基板には、
　前記ＣＰＵおよび前記Ｉ／Ｏに共通のシステムクロック信号を出力する共通発振回路
　を備え、
　前記ＣＰＵには、
　前記共通のリセット信号および前記共通のシステムクロックに基づいて、当該共通のシ
ステムクロック信号が予め定めたＮクロック数以上連続して当該共通のリセット信号が入
力された際に、当該ＣＰＵに起動をかけるＣＰＵ側起動回路
　を備え、
　前記Ｉ／Ｏには、
　前記共通のリセット信号および前記共通のシステムクロックに基づいて、当該共通のシ
ステムクロック信号が予め定めたＭクロック数以上連続して当該共通のリセット信号が入
力された際に、当該Ｉ／Ｏに起動をかけるＩ／Ｏ側起動回路
　を備え、
　前記予め定めたＭクロック数は、前記予め定めたＮクロック数より大きいことを特徴と
する遊技機用制御基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機用制御基板であって、
　前記ＣＰＵには、
　前記予め定めたＮクロック数を、予め定めた複数のクロック数のうちいずれかを択一的
に設定する外部端子
　を備えることを特徴とする遊技機用制御基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（解決手段１）
　種々の演算処理を行うＣＰＵと、該ＣＰＵにより外部との信号の入出力制御が行われる
Ｉ／Ｏと、前記ＣＰＵおよび前記Ｉ／Ｏに共通のリセット信号を出力する共通パワーオン
リセット回路と、を備える遊技機用制御基板であって、該遊技機用制御基板には、前記Ｃ
ＰＵおよび前記Ｉ／Ｏに共通のシステムクロック信号を出力する共通発振回路を備え、前
記ＣＰＵには、前記共通のリセット信号および前記共通のシステムクロックに基づいて、
当該共通のシステムクロック信号が予め定めたＮクロック数以上連続して当該共通のリセ
ット信号が入力された際に、当該ＣＰＵに起動をかけるＣＰＵ側起動回路を備え、前記Ｉ
／Ｏには、前記共通のリセット信号および前記共通のシステムクロックに基づいて、当該
共通のシステムクロック信号が予め定めたＭクロック数以上連続して当該共通のリセット
信号が入力された際に、当該Ｉ／Ｏに起動をかけるＩ／Ｏ側起動回路を備え、前記予め定
めたＭクロック数は、前記予め定めたＮクロック数より大きいことを特徴とする遊技機用
制御基板。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　遊技機用制御基板には共通発振回路を備えており、この共通発振回路はＣＰＵおよびＩ
／Ｏに共通のシステムクロック信号を出力する。ＣＰＵにはＣＰＵ側起動回路を備えてお
り、このＣＰＵ側起動回路は共通のリセット信号および共通のシステムクロックに基づい
て、その共通のシステムクロック信号が予め定めたＮクロック数以上連続してその共通の
リセット信号が入力された際に、ＣＰＵに起動をかける。つまり、ＣＰＵにリセットがか
かり起動がかかることとなる。Ｉ／ＯにはＩ／Ｏ側起動回路を備えており、このＩ／Ｏ側
起動回路は共通のリセット信号および共通のシステムクロックに基づいて、その共通のシ
ステムクロック信号が、予め定めたＮクロック数より大きい、予め定めたＭクロック数以
上連続してその共通のリセット信号が入力された際に、Ｉ／Ｏに起動をかける。つまり、
Ｉ／Ｏにリセットがかかり起動がかかることとなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の請求項１においては、ノイズの影響による遊技者への不利益を防止することが
できる。本発明の請求項２においては、ノイズの影響に強く、そのノイズの影響を気にす
ることなくＮクロック数を択一的に設定することができる。
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